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1.社会福祉法人多摩同胞会概要 ①法人理念と法人事業一覧 2



1.社会福祉法人多摩同胞会概要 ②法人のあゆみ 3

２．在宅介護支援センター事業の開始

• 1989年の『⾼齢者保健福祉推進⼗か年戦略』（通称︓ゴール
ドプラン）により、⾼齢者の在宅福祉や施設福祉の基盤整備が
進み、⾼齢者やその家族が身近なところで専門職による相談・
援助が受けられるように在宅介護支援センターが⽼人福祉法に
明記されました。

•当法人も1992年東京都府中市から市内第1号の在宅介護支援セ
ンターを業務受託。（泉苑在宅介護支援センター）

•泉苑は1975年特養、翌年ショートステイ・⼊浴サービスを市
内全域対象に展開し⾼齢者在宅サービスセンターの一事業とし
て相談も受けていました。
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当法人における支援センターの位置づけ
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３．在宅介護支援センターから地域包括支援センターへ

・在宅介護支援センターは、地域の⾼齢者の⽅やその家族の福祉
における向上を目的に、地域に根ざした相談支援や地域の実態
把握、関係機関の調整とネットワークづくりなどに取り組んで
きました。

・2006年第3期介護保険制度改正で、地域包括ケアの体制を支
える地域の中核機関として、新たに「地域包括支援センター」
の設置が定められ、⽼人福祉法の「在支」から介護保険法の
「包括」に変わりましたが、「地域における総合相談窓口」と
いう役割には何ら変わりはありません。

・「在支」から「包括」支援センターとして四半世紀にわたって
地域で実践を重ねる中で、当法人が社会福祉法人として柱にお
いている衣食住を中心とした「生活」支援の重要性を日々再確
認しています。
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４．地域実態 ⾼齢者の住まいと福祉・介護サービスの状況

•左図は、⾼齢者の住まい
について、横軸を経済状
態、縦軸を元気度にして
表したものです。介護保
険制度メインでは、比較
的介護度が軽く、その反
面、経済的に余裕のない
⽅が安心して生活できる
住まいが少ないのが現状
です。
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府中市における高齢者の住まいと福祉サービスや介護サービスの状況 
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                網掛けは社会福祉法人多摩同胞会が実施している事業 

５．居住支援に取り組んだ背景と経緯

•単身あるいは⾼齢者のみ世帯の増加

•公営住宅への⼊居困難、養護⽼人ホームへも⼊所しにくい

・○○屋敷や孤独死（孤⽴死）などの退去後の課題増加のため、

⺠間アパートの⼤家さんが⾼齢者の⼊居を嫌がる。

・かつて⾏政が⾏っていた住まい探しの同⾏などを⾏う。

・⾏政の依頼もあってサービス付き⾼齢者向け住宅建設運営
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６．取り組みにあたっての体制作り ①法人内の体制

•住まいの相談は地域の課題ということで、基本的には各地域包
括支援センターが受付け対応します。

•地域包括支援センターの⽴場としては、相談される⽅の生活全
般について受付し、人によっては「居住」について重点的に考
えていかなければならないという捉え⽅をしています。

•法人内の特養・養護・サ⾼住との連携が重要です。

•包括（法人）での対応が難しい場合には、府中市の生活困窮や
障害の叕当課・社会福祉協議会と連携しながら対応します。
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６．取り組みにあたっての体制作り ②不動産関係者との連携

•一人の⾼齢者への支援から、地域や⼤家さん不動産関係者との
繋がりが生まれます。

⇒物件を斡旋・提供するだけではなく、⾒守り支援を一緒に

叕ってくれる社会資源になっていただき、地域・⾏政・医療・

介護連携の⼤きなネットワークが形成されていきます。
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７．居住支援の実際 ①居住支援の対象者 対応事例

【事例1】単身世帯となって転宅指導

夫妻で生活保護受給。妻が特養⼊所したことで、叕当課から単身条
件での転宅指導が⼊る。自ら探すことが出来ず、当法人地域包括支
援センターに相談される。地域包括支援センターが普段から連携し
ていた⺠間アパートの⼤家さんに直接相談受け⼊れられる。

【事例2】知的障害の有る⾼齢者

⼤きな農家に生まれ、両親存命時は庇護されて生活していたが、両
親亡くなった後、敷地内の作業小屋で仮住まいしていた。要支援要
介護状態となって、兄弟から自⽴を促されたが自らアパート探しで
きず、地域包括職員が不動産周りを一緒に⾏って転居する。

【事例3】精神科病院⻑期⼊院⇒退院促進されるが⾏き先困難
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７．居住支援の実際 ②相談経路

①協働で相談支援した連携先から

住替え困難者を一緒に連携支援した社協や⾏政・不動産関係者

②地域住⺠でもある⼤家さんから⼊居者の相談

地域包括支援センターが⾏う地域活動例えば介護予防教室の参

加者が店子の相談をしてくる

③地域の⾒守りを⾏っている⺠生委員さんや自治会・⽼人会から
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７．居住支援の実際 ③総合相談から居住の問題が発⾒

•地域包括支援センターの総合相談の初回（インテーク）聴き取
り時に、現在の困りごとと、今後生まれるかもしれない課題の
予測をします。

・介護、医療の相談から⾦銭的な課題があぶりだされ、さらに深
く聞き取りを続ける中に、実は居住の問題が深刻だったとわか
ることが多くあります。
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７．居住支援の実際 ④解決の困難な課題への取組

【課題︓⾦銭管理、健康管理】

家賃や公共料⾦を滞納・未納しないようにする。

適切な医療・介護サービスを利⽤して健康を維持する。

⇒伴⾛が必要。成年後⾒や日常生活権利擁護事業などの活⽤

【最近の⼤きな課題】

身寄りが薄く保証人がいない。

年⾦額が生活保護受給を受けられないギリギリの⽅が増加

アルコールやギャンブル依存症の⽅の存在

発達障害が疑われる、他者との関係を良好に結べない⽅
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７．居住支援の実際 ⑤⼊居後の支援 ⾒守りと生活支援

•⾒守り訪問

•配食サービスの導⼊

•熱中症予防や寒暖対策。エアコンなどの温度管理

•失火への注意

•⼤家さんも含む地域関係者との連携
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８ まとめ 地域包括支援センターが⾏う居住支援とは

•社会福祉法人が運営する地域包括支援センターが、生活を支え
るという視点から相談を叕い、課題解決の支援を⾏う中で、必
要なサービスへつなげ、衣食住への支援、住まいの相談・⾒守
り活動を、⺟体施設の事業、⾏政や地域関係者と連携して、⼤
きなネットワークを形成しながら、その⽅が地域での生活が維
持継続することが、地域包括支援センターが⾏う支援活動だと
考えています。
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